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森林総合監理士（フォレスター）への期待
　我が国の森林は、国土の約３分の２を占め、国土の保全や水源の涵

かん

養などの恩恵を、広く国民にもたらす
「緑の社会資本」です。
　また、林業・木材産業は、地域の経済社会の維持・発展に重要な役割を果たす産業であり、木材を利用す
ることは二酸化炭素の排出抑制及び炭素貯蔵を通じ、循環型社会の実現に大きく寄与するものです。
　森林・林業基本計画（令和３（2021）年６月）では、森林・林業・木材産業による「グリーン成長」を掲げ、
森林を適正に管理・利用し、林業・木材産業の持続性を高めつつ、2050年「カーボンニュートラル」も見
すえた豊かな社会経済の実現を目指して、適正な伐採と再造林の確保、治山対策等による国土強靭化、伐採
から再造林・保育までの収支をプラスに転換する「新しい林業」の展開、国産材製品の競争力強化や輸出促
進、都市等における木材利用等を推進していくこととしています。
　これらの実現には、森林施業の効率化・省力化や、需要に応じた高度な木材生産を可能とする森林・地理
空間情報のデジタル化、ICTによる木材の生産流通管理やロボット等先端技術を活用したスマート林業をは
じめ、成長に優れた特定苗木の利用拡大、自動化機械や木質系新素材の開発・実証など、林業イノベーショ
ンの推進が極めて重要となっており、それぞれの地域において具体的な取組を考え、地域の関係者の合意形
成を図りながら、種々の取組を進めていく人材が不可欠です。
　「森林総合監理士（フォレスター）」には、これらの課題に対応し、それぞれの地域の実情を踏まえ、森林
を適正に管理して、林業・木材産業の持続性を高めながら成長発展させる取組を進めていくことが期待され
ています。

森林総合監理士とは
　森林総合監理士とは、「森林・林業に関する専門的かつ高度な知識及び技術並びに現場経験を有し、長期的・
広域的な視点に立って地域の森林づくりの全体像を示すとともに、市町村及び地域の林業関係者への技術的
支援を的確に実施する者」（「森林総合監理士登録・公開の運用について」（平成26年４月１日付け25林整研
第286号林野庁長官通知））として、林野庁長官が、林業普及指導員資格試験の地域森林総合監理区分に合
格した者を登録するものです。
　森林総合監理士には、広域的・長期的な視点に立って、地域の森林づくり、路網づくりをベースに森林の
整備・保全を通じて森林資源の持続的な利用や地域の活性化を構想し、構想の実現に向けて中立的な立場で
地域の森林・林業関係者の合意形成を図りつつ、制度や予算を活用しながら具体的な取組を進めていく中心
的な役割を担うことが期待されています。このため、森林総合監理士には森林づくりに関する科学的な知見、
木材の生産から利用までの基本的な知識に加え、これらを地域の振興に結び付けていく構想力や、合意形成
に必要なプレゼンテーション力が求められます。
　森林総合監理士は、都道府県や国の職員のみならず、地域に最も密着した行政機関である市町村で林務行
政を担当する職員、地域の経験豊富な民間の技術者など林業普及指導員資格試験の地域森林総合監理区分に
合格した者であれば、所属を問わず活動していくことが期待されています。

はじめに
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はじめに

　森林総合監理士の登録・公開制度は、森林・林業に係る技術的支援等を円滑に行えるよう、森林総合監理
士としての存在を公にして、市町村や地域の林業関係者への理解・浸透を図ることを目的としています。
　今、我が国の森林を適正に管理して、林業・木材産業を持続的なものへ発展させる大きなチャンスが到来
しています。この大きなチャンスを確実に活かし、先人達が営々と築き上げてきた森林資源を活用して森林
の整備・保全と地域の活性化を実現できるかどうかの最大の鍵は、森林総合監理士が握っているといっても
過言ではありません。技術者の真価が問われているという自覚の下、日常業務のなかでも地域の森林・林業
の現状・課題の把握を心掛け、課題解決のためには何が必要なのか、自身の置かれた立場で何ができるのか、
このテキストをとおして自分なりの森林総合監理士像を考え、地域の課題解決に向けての第一歩を踏み出し
てください。

　なお、森林総合監理士は、制度創設前「日本型フォレスター」として構想されました。欧米各国において、
フォレスターは大学等で技術者としての専門教育を受けた後、一定の実務経験を積んだ後に、国家もしくは
民間の試験に合格して得られる技術者の資格です。公務員として森林行政の執行に関わる他、森林所有者に
対して助言を提供する民間企業所属のフォレスターもいます。また、英語圏では「プロフェッショナル（専
門職）」と位置づけられ、医師や弁護士と同じく、資格維持のための継続教育が課されることが一般的です。 
　日本における森林総合監理士は、林業普及指導員制度の一部門として制度設計され、制度開始時は「市町
村森林整備計画のマスタープラン化」を主要な任務として想定しており、このような欧米諸国の資格制度と
は異なります。
　当テキストでは、上記の経緯があることから「森林総合監理士」に通称の「フォレスター」も併記し「森
林総合監理士（フォレスター）」と記載することとします。
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